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[ 講義録 ]　2024 年度 第 1 回「脱軍備・平和基礎講座」

安全保障を根源的にとらえ直す

君島東彦
（立命館大学国際関係学部教授、国際平和ミュージアム館長）

本稿は、5 月 25 日に行われた 2024 年度第 1 回「脱軍備・平和基礎講座」の記
録をもとに編集部が抄録を作成し、講演者の校正を得たものである。第１回に相
応しく、グローバルかつ歴史的な視点から、安全保障と平和をめぐる現在の議論
のあり方について包括的な話をしていただいた。（編集部）

１．そもそも「安全保障」とは何か？
　安全保障をどう考えるのかというのはそんなに簡単で
はなく、複雑で、しかし正確に捉えておかなければなら
ない問題だと思います。安全保障という言葉は、普段
ニュースでも、新聞でも、あらゆるところで聞きます。
私たちはどういう言葉として、どういう概念として、安
全保障を捉えているのだろうかということから始めたい
と思います。
　身近なところにあるものとしては、日本政府が策定し
ている国家安全保障戦略というものがあります。安倍
政権下の 2013 年に初めて作られたもので、2022 年の
12 月に改定されました。これは軍事的な準備の話をし
ています。それから私たちがよく聞く言葉として、国連
安全保障理事会があります。それから国連憲章。私たち
にとって極めて重要な国際社会の基本法です。国連憲章
1 条の中に「国際の平和及び安全」という言葉が出てき
ます。インターナショナル・ピース・アンド・セキュリ
ティです。ここでは、ピースとセキュリティは、あまり
区別しないで使っているようにも見えます。でも平和と
安全保障は、私たちの受け止め方としては同じではなく
違いがあって、どう同じでどう違うのかということは気
になるわけです。そこから話を始めたいと思います。
　私は大学の国際関係学部というところで教えています
が、平和学と安全保障論という科目が並列してあります。
平和学、英語で言うとピース・スタディーズです。それ
から安全保障論、英語で言うとセキュリティ・スタディー
ズです。学生は両方取ったり片方取ったりします。どう
違うのかというと、大学の講義のシラバスを比較すれば
ある程度分かりますが、大雑把に言えば、平和研究、平
和学の方が戦争に対する否定的な立場が明確です。戦争
や軍備に対する否定的な立場が、はっきりしています。
安全保障論の場合は否定的な立場は明確ではない。人に

もよりますが、平和学より安全保障論の方が軍事論をや
ります。軍事的な話の比重というのが、この 2 つの科
目の違いです。
　実は安全保障論は、冷戦後に非常に進歩・展開して、
とても平和学に接近したところもあります。平和学の方
の平和の概念はあまり進歩しませんでしたが、安全保障
論の方のセキュリティの概念は進歩したと言えます。
　そういうところにウクライナ侵攻が起きたというのが
今の状態です。安全保障論が平和学に接近していたとこ
ろに、古典的な軍事力による国家安全保障の問題が改め
て現れた。安全保障の思考法はかなりはっきりしている
と思います。安全保障の思考法というのは何が脅威なの
かというのを中心に考え、その脅威にいかに備えるかと
いうことを中心に考えます。平和学の方は脅威と考える
のではなくて、何が暴力でその暴力をどう克服するのか
というように議論をします。
　大学の平和学の授業で、安全保障とは何かということ
で辞書を引きます。普通、私たちは言葉を調べるときに
できるだけ包括的な辞書を引きます。社会科学における
多くの概念は、残念ながら日本語というよりはヨーロッ
パ語の翻訳です。安全保障も同じでセキュリティです。
セキュリティを安全保障と日本語に変えたわけです。セ
キュリティを例えば一番詳しい英語の辞書であるオック
スフォード・イングリッシュ・ディクショナリー、OED
で引いてみる。今はオンラインで色々引けるのですが、
引くと、心配、不安、危険、脅威がないことを意味しま
す。ですから必ずしも軍事的な言葉ではありません。ソー
シャル・セキュリティ、社会保障という言葉が典型だと
思います。本質的に軍事的な意味はありません。軍事的
な性格もありますが、もっぱら軍事的な言葉ではないと
いうことです。
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　そこは多分重要で、私は平和学の授業で学生に毎年
こう尋ねるのです。そもそも安全保障とは何だろうか、
言い換えると、あなたはどのような脅威で命を失うと思
いますかと聞きます。これは、今の日本ではかなりはっ
きりしています。日本人の死因のトップから見ていけ
ばいいわけです。トップは、癌あるいは心臓や脳の病
気です。老衰もありますが、何らかの病気、疾病です。
それから事故です。交通事故が多いと思います。そし
て今の日本で言うと自殺が多分、次に来る。
　脅威は何かというと、病気であり、事故であり、自
殺なのです。つまり北朝鮮のミサイルで死ぬ日本人は
今のところいないわけです。私たちの生命を脅かす脅

威に備えることが安全保障であるとすると病気、疾病
とか事故とかあるいは自殺といった死因に対して備え
ること、それを予防することが安全保障だということ
になります。
そのように考えると、安全保障を司るのは防衛省では
なく、まず厚生労働省です。今の日本においてセキュ
リティ問題の主たる官庁は厚生労働省なのです。もち
ろん防衛省が関係ないとは言いませんが、確率的に考
えたときに、私たちの生命に対する脅威が外国軍から
来る可能性は高くない。それは疾病と事故、自殺だと
思うのです。

２．安全保障の軍事化と非軍事化
　ところが、セキュリティ、安全保障を軍事的な意味で
捉える習慣が半世紀以上続いています。辞書を見ていく
と、セキュリティが軍事的な意味を帯び始めるのは第二
次大戦中です。それより前はセキュリティはあまり軍事
的な意味で使いませんでした。どちらかと言うとセキュ
リティよりディフェンスという言葉が使われていまし
た。
　OED の使用例を見ると、セキュリティが軍事化して
くるのは第二次大戦中、そして冷戦期です。この写真は、
トルーマン大統領がアメリカの国家安全保障法、ナショ
ナル・セキュリティ・アクトに署名している写真です。
1947 年、つまり冷戦が始まる頃です。アメリカでナショ
ナル・セキュリティ・アクトができ、ナショナル・セキュ
リティ・カウンシルというものができた頃からセキュリ
ティはナショナル・セキュリティという言葉と共に使わ
れるようになり、これが支配的になっていくわけです。
ナショナル・セキュリティは冷戦の文脈における軍事的
な備えの話になるわけです。学者に言わせると、アメリ
カはこれ以降、ナショナル・セキュリティ・ステートに
なった、国防国家とか軍事国家になったのだということ
になります。
　冷戦が終わるとまた転換が起きます。決定的なもの
として、国連の開発援助機関の UNDP（United Nations 
Development Program）があります。90 年代初頭から

UNDP はヒューマン・ディベロップメント・リポートと
いうのを毎年出していました。今でも出しています。人
間開発報告書と日本語で訳していて、日本でもすぐに翻
訳が出ます。90 年か 91 年から出始めるのですが、そ
の 94 年のバージョンでヒューマン・セキュリティとい
う考え方を打ち出します。これは、95 年にコペンハー
ゲンで開催された社会開発サミットの準備として出され
たという性格もあります。
　日本ではこれを人間の安全保障とか、あるいは人間安
全保障と翻訳していますが、セキュリティ、安全保障
を考える時に極めて重要な転換点だと思います。この
ヒューマン・セキュリティを世界でいち早く受け止めた
のは日本であり、日本の研究者だったと思います。世界
的にヒューマン・セキュリティが浸透していくのはもっ
と遅かったという気がします。イギリスの研究者と会っ
ても、この後もヒューマン・セキュリティの議論はあま
りしていません。私は憲法学をやっていますが、憲法学
の学会でもすぐに人間安全保障の概念を肯定的に受け止
める議論が盛んになりました。私自身もそうで、この報
告書は絶えず見ています。
　人間にとっての脅威は何なのかということを考えたと
きに、冷戦時代は米ソ核戦争の脅威が極めて大きなもの
としてあったため、他の脅威はあまり見ない傾向があっ
たと思います。しかし核戦争の脅威が少なくなると、様々
なリスク、脅威が前景化し、クローズアップされてきま
す。とりわけ 90 年代以降に注目されたのは、グローバ
ルサウス、いわゆる途上国における脆弱国家とか破綻国
家、それらの諸国における貧困や政治的不安定等々でし
た。ですからグローバルサウスにおいて、どういう安定
的な秩序を作るかということが平和の課題として提起さ
れました。国連PKOが活性化し、「平和への課題」（Agenda 
for Peace）など、90 年代には様々な展開がありました。
そういう意味では、世界平和の中心的課題が東西対決か
ら南北格差へ移ったと言って良いと思います。
　ただ注意がいるのは、この頃、国家の安全保障から人国家安全保障法に署名するトルーマン大統領（1947 年）
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　ルーズベルト大統領が言った 4 つの自由というのが
ありました。恐怖からの自由と欠乏からの自由という言
い方があって、それは日本国憲法の前文に「恐怖と欠乏
から免れ、平和のうちに生存する権利」というふうに出
てきます。94 年の報告書は、それを引用しつつ、7 つ
の細かいセキュリティを挙げています。
　　①経済安全保障（貧困からの自由）
　　②食料安全保障（飢餓からの自由）
　　③健康安全保障（疾病・感染症からの自由）
　　④環境安全保障（生態系破壊、自然災害からの自由）
　　⑤パーソナル・セキュリティ
　　　（暴力・犯罪とか薬物の恐怖からの自由）
　　⑥コミュニティ・セキュリティ
　　　（家族生活、それぞれの民族集団に参加する自由）
　　⑦ポリティカル・セキュリティ（基本的人権の享受）
　この 7 つのセキュリティは理論的に未整理な気はす
るのですが、とりわけグローバルサウスにおいて何が人
間の安全の脅威なのかということを挙げていったものだ
と言えます。ですから、これらは実は日本のようなグロー
バルノースにおいては、厚生労働省、あるいは環境省等々
の下である程度実現しており、とりわけグローバルサウ
スにおいて問題になるという面があるわけです。開発援
助機関である国連開発計画 UNDP がこういう報告書を
出すわけですが、グローバルサウスに対する注意がもっ
となければいけないという主張でもあるわけです。
　この 7 つのセキュリティのうち健康安全保障と環境
安全保障のところに触れたいと思います。まず健康安全
保障ですが、その前に関連する話を一つ追加しておきま

す。
　日本政府は人間の安全保障を強く支持しサポートしま
した。その 1 つのかたちとして国連のアナン事務総長
と連携しつつ日本政府がお金を出して人間の安全保障
委員会というものを作りました。委員会ができたのが
2001 年くらいだと思います。この人間の安全保障委員
会というのは世界の有識者をメンバーとする専門家委員
会で、緒方貞子さんとインド出身の経済学者アマルティ
ア・センさんの二人を共同座長としていました。この
人間の安全保障委員会が 2003 年に報告書を出します。
ヒューマン・セキュリティ・ナウという題名で、日本で
も「安全保障の今日的課題」という題名で翻訳がすぐに
出ました。この 2003 年に出た人間の安全保障報告書を
見ると、軍事の問題は 1 行も出てきません。これは全
く軍事問題ではないのです。
　この人間安全保障の中でもとりわけ健康、あるいは難
民問題のところが一番強かったです。緒方さんは元々難
民高等弁務官でしたから、難民問題や人口移動の問題、
あるいは感染症問題は極めて大きな比重を占めていまし
た。新型コロナウイルスのときに世界的に大きな影響を
受けましたが、定期的に私たちは感染症を経験している
わけです。80 年代の頃のエイズから始まり、鳥インフ
ルエンザやサーズ、マーズなど、いろいろなかたちの感
染症を経験してきたわけで、人間の安全保障委員会の報
告書の中で感染症対策というのは非常に大きな比重で書
かれていました。その 2003 年の報告書では、日本政府
はいろいろな形でこの人間安全保障というものをサポー
トしてきたわけです。

間の安全保障へパラダイム転換が起きたと捉えることが
ありますが、私は重点移動だと思っています。国家安全
保障の問題が消えてなくなったわけではないからです。
2 つが並存するわけです。安全保障の非軍事化あるいは
脱軍事化と同時に、軍事力による国家安全保障の問題が
消えてなくなったわけではない。それは依然としてある
わけです。
　この人間開発報告書は軍事予算を減らして社会福祉予
算へという主張は強くしています。それは依然としてそ
うです。人間の安全保障という考え方と軍事力による国
家安全保障の考え方は並存していると見ることができま
す。日本政府が典型です。日本政府は日本の外務省も含
めて、この人間の安全保障の考え方を肯定的に受け止め

て強くサポートしました。日本政府の文書を読むと日米
安保体制は大事、人間の安全保障も大事と書いてあるわ
けです。日本政府の場合、日本の対外開発援助を基礎づ
けるものとして人間の安全保障の考え方を使います。同
時に日米安保体制には全く影響を与えないのです。
　国際政治学の世界でも、この 90 年代における非軍事
的な安全保障問題というのを受け止めて、今の国際政治
学者は軍事的な安全保障を伝統的安全保障、トラディ
ショナル・セキュリティ、それから非軍事的な安全保障
を非伝統的安全保障、ノン・トラディショナル・セキュ
リティと呼んでいます。これが今、両方並存しているわ
けです。

３．「人間の安全保障」の展開

　まず、健康安全保障に触れたいと思います。感染症の
リスクにどう対処するかという大きな課題があります。
私たちは新型コロナウイルス・パンデミックを経験しま

したから、まさにこの問題を痛切に感じます。つまりこ
れは健康安全保障の問題なのだということになるわけで
す。

４．「健康安全保障」と「気候安全保障」
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　これに関してもう一つ触れておくと、コロナウイルス・
パンデミックのときに日本では感染拡大をどう防ぐかと
いう議論はありましたが、なぜこうなったのかという根
源的な原因の究明とそれに対する対応の議論は弱かった
ように思います。ワクチンなどの下流の話ではなく、そ
もそもなぜこうなったのか、どうしたらいいのかという
上流の話をしなければいけないわけです。
　これに関して、国連環境計画 UNEP、ユナイテッド・
ネイションズ・エンバイロメンタル・プログラムという
国連の環境政策の機関があります。ケニアのナイロビに
本部があります。初めて途上国に本部を置いた国連機
関です。ここが 2020 年 7 月 6 日、パンデミックがひ
どくなりつつあった時期ですが、“Preventing the Next 
Pandemic” という報告書を出しています。次のパンデ
ミックを防ぐ、動物由来感染症の感染の連鎖をいかに防
ぐかという題名です。非常に重要な報告書だと思います。
　この種の感染症は全部動物由来感染症です。エイズも、
鳥インフルエンザも、サーズも、マーズも、大体みんな
動物から来ました。山極寿一さんなど研究者の議論では、
過剰開発が原因だということにもなります。人間がそれ
まで入らなかった奥地まで入って、そこで動物と出会い、
動物からウイルスをもらったということです。結局、動
物と生態系と人間の関係において、今までのバランスが
崩れているという議論です。
　必ず一定の周期で動物由来感染症は起きますから、今
回コロナウイルス・パンデミックは収まったかもしれま
せんが、次のパンデミックはまた来ます。早ければ 10
年ぐらいで来ます。そのときのことを考えなければいけ
ない。
　この UNEP の報告書はワン・ヘルスという考え方を
打ち出しています。人間と動物と生態系のヘルス全体を
1 つの健康、ワン・ヘルスとして捉え、公衆衛生の専門
家と獣医学の専門家と環境の専門家が協力して環境的平
和、ワン・ヘルスを維持する政策を考えていかなければ、

次のパンデミックは防げないという議論です。これは広
い意味でまさにセキュリティ論だと私は思うわけです。
　環境安全保障は英語でエンバイロメンタル・セキュリ
ティと言います。これに関しては気候安全保障が大事な
論点です。2007 年ぐらいから気候変動問題が安全保障
問題として意識され始めています。ですから今、気候安
全保障という言葉は非常によく使われています。UNDP
も気候安全保障というテーマはかなり重視していていま
す。これは根源的な課題としてあると思います。
　この図は 2 年くらい前のアメリカのある機関の報告
書から取ったのですが、クライメット・セキュリティ（気
候安全保障）の連鎖の話をしています。簡単に言うと、
気候変動、つまり温暖化や海面上昇などが、洪水や熱波、
干ばつ、山火事など、自然災害の激甚化をもらすことに
なる。もうひとつは水の異常な配分です。これはまさに
私たちが今、経験していることです。環境が悪化し、社
会的な対応能力が足りなくなり、社会的インフラが弱体
化しています。社会の側の対応能力が弱体化すると、そ
の負のマイナスのインパクトは貧困層など、社会的弱者
により強く影響します。そこから国内避難民や難民が生
まれ、社会的緊張や対立が生まれ、紛争が引き起こされ
ていくことになります。
　今、クライメット・セキュリティ、あるいはクライ
メット・ジャスティス、気候正義という言い方をよくし
ます。この気候変動問題のアクティビズムは非常に活発
化しています。日本はまだかもしれませんが、間違いな
くこの問題を若い世代は強く意識しています。気候安全
保障というのはある意味では様々な安全保障の基礎にあ
ります。食料安全保障や水の安全保障、エネルギー安全
保障など、いろいろな安全保障の議論のより基盤にある
セキュリティということになります。この問題への対処
として、温室効果ガス、二酸化炭素の排出を削減してい
くという話になるわけですが、それは今の私たちの生産
様式・生活様式の根源的な変革を要求するものです。

気候安全保障の連鎖
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５．批判的安全保障研究の展開と「国家安全保障」の逆襲
　気候安全保障や健康安全保障は軍事力とは全く関係が
ないテーマであって、軍備でどうにかなる話ではありま
せん。これは 90 年代以降のポスト冷戦期に強く自覚さ
れた点だと思います。ですから安全保障論も、冷戦後、
ある種の重点移動が起きて、クリティカル・セキュリ
ティ・スタディーズという潮流が生まれて、これがかな
り発展しました。批判的安全保障研究、略して CSS と言っ
たりします。
　米ソ冷戦が終わり核戦争のリスクが減ると違う脅威が
見えてきます。感染症や気候変動といった問題がどれほ
ど私たちの生命にとって脅威であるかということを体験
するわけです。従ってセキュリティ・スタディーズ、安
全保障研究の重点も、およそ軍事論ではないだろうとい
う話になるわけです。日本で出ている本を 1 冊紹介し
ます。南山淳さんと前田幸男さんの編集で 2022 年に法
律文化社から出ている『批判的安全保障論』という本で
す。日本で出た初めての批判的安全保障論の本です。日
本語で最初に読むにはこれが良いと思います。
　批判的安全保障研究にも色々な流れがあります。一つ
の拠点はウェールズ大学で、アベリストウィスというと
ころにあります。もう 1 つはコペンハーゲンです。こ
こがおそらく一番中心で、あとパリも拠点だという人が
います。
　今日は詳しく話をしませんが、ウェールズの方の話を
すると、ケン・ブースという国際政治学者がいて、もう
かなりお年ですが、彼が 90 年代に安全保障は解放だと
いうことを言い出しました。戦争や貧困、政治的抑圧
等々、人々の自由を制約するものからの解放が安全保障
だという議論をしました。私はすごく共感します。魅力

的 な 議 論 だ と 思
います。
　 ケ ン・ ブ ー ス
は、2007 年 に
も の す ご い 大 著
を書いています。

『セオリー・オブ・
ワールド・セキュ
リ テ ィ』 と い う
題 名 が す ご い で
す。世界安全保障
の 理 論 と 言 っ て
いるわけです。題
名から見るに、脅
威・危機にさらさ
れ て い る の は 世
界 だ と い う 話 な
のです。一国家や

人間ではなく、世界全体が危機にさらされているのだと
いう主張です。
　この本はものすごく包括的な安全保障論です。詳細は
今日お話できませんが、軍事力による国家安全保障のパ
ラダイムを克服しようとしているわけです。この本は明
らかに平和研究に接近しています。むしろ下手な平和研
究よりも平和研究です。私もこの本を読んで、安全保障
論はこういうところに行くのかと、ものすごい刺激を受
けました。つまり地球全体が危機にさらされているのだ
という危機感があり、そこから見たら軍事力による国家
安全保障などは小さい話だというわけです。
　2022 年 2 月 24 日のロシアのウクライナ侵攻は、い
ろいろな人に衝撃を与えたと思います。批判的安全保障
研究や人間の安全保障の研究をしていた人間からする
と、国家安全保障が逆襲してきたという感覚を持ちます。
人間安全保障の議論をせっかくやっていたのに、まだ軍
事力による国家安全保障の問題がこれだけ大きいという
ことを示したわけです。
　さらに言うと、ロシア・ウクライナ紛争は 2022 年に
始まったわけではありません。ウクライナは 2014 年か
ら内戦状態に入っていて、ドンバスは親ロシア派とウク
ライナ政府の側の武力紛争をやっています。2014 年か
らの内戦が国家間戦争になってしまったという経緯を考
えれば、2022 年の侵攻に驚いているのは勉強不足であ
り、自分自身、2014 年から起きていた内戦に対する注
目度が低かったことを反省しています。
　2022 年に突然何もないところから侵攻が始まったわ
けではなく、2014 年からのウクライナ東部の問題をど
れだけ私たちは考えていたかということが問題だと思う
のです。一つの論点としては、OSCE というヨーロッパ
安全障協力機構がミンスク合意を用意したけれども、実
現されないまま国家間の紛争に入っていったということ
があります。
　このウクライナでの事態に刺激されて東アジアでは台
湾有事の議論が活発化しています。ある意味で、ウクラ
イナの事態を利用して台湾有事の議論をそそのかしたい
人たちがいるわけです。東アジアにおいて中国の軍事行
動を抑制するためのアメリカと日本側の軍事的抑止力の
強化が追求されています。東アジアにおける安全保障環
境の変化を理由として、中国、ロシア、北朝鮮を敵視す
るかたちで、2022 年 12 月に安保 3 文書改定の閣議決
定がありました。それを受けて今の日本政府は軍拡路線
を取っていると言わざるを得ないと思います。人間の安
全保障論の議論をずっとやっていたのですが、ここでま
た国家安全保障の議論の大きさを私たちは突きつけられ
ていると思います。ケン・ブース『セオリー・オブ・ワー

ルド・セキュリティ』（2007 年）
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６．分断と統合～「軍事的抑止」ではなく「共通の安全保障」を
　2022 年の国家間紛争を、もう少し長いスパンで見る
とどうかということですが、2017 年 12 月にトランプ
政権下のアメリカで「国家安全保障戦略」というのが出
ます。この中で中国とロシアをリビジョニスト・パワー
ズ、修正主義勢力と規定しました。この修正主義勢力と
いうのは今の世界秩序、私に言わせればパックス・アメ
リカーナですが、これに挑戦しそれを変更しようとする
勢力というように規定されます。
　ロシアとアメリカ、中国とアメリカなど、大国間での
協調・協力の可能性があったというのがポスト冷戦時代
ですが、2017 年 12 月にアメリカがロシア・中国を修
正主義勢力と規定したことは、もはや協力の余地がなく
なるということを意味します。人によっては、ここから
新冷戦、あるいは第二次冷戦という見方になります。
　先ほど、1947 年の国家安全保障法に署名していたト
ルーマンの写真を見ました。その頃から冷戦だとすると
3 年後の 1950 年に朝鮮半島で戦争が起き、熱戦になり
ます。第一次冷戦のアナロジーを使えば、第二次冷戦は
2017 年にある種の冷戦に近い状態が起きて 2022 年に
熱戦になった。ロシア・ウクライナ戦争は冷戦の熱戦化
だという言い方をする人もいます。私は単純にそうは言
えないのではないかと思いますが、そういう見方もあり
ます。
　今の世界は基本的にアメリカと中露の間の分断対立が
ある。そういう面は否定できないと思います。他方、こ
の「分断と統合」の統合というのは日米の軍事的統合で
す。日米の軍事的統合は 21 世紀に入って進行していき
ますが、少なくとも 1999 年の周辺事態法のあたりから
間違いなく日米の軍事的統合は深化しています。日米の
軍事的統合は最新の段階に来ていると思います。
　このことで絶えず意識せざる得ないのはアーミテー
ジ・ナイ報告書です。アメリカの国際政治学者のナイと
元軍人のアーミテージの 2 人の名前を使った報告書が
2000 年から数年おきに出ています。2000 年に最初の
アーミテージ・ナイ報告書が出て、その後、何年かおき
に絶えず日米関係日米安保体制を強化するような報告書
が出ています。その一番新しいものが 4 月 4 日に出ま
した。4 月 4 日というのは岸田首相がワシントンに行く
直前です。ワシントンのシンクタンクの戦略国際問題研
究所、CSIS というところが出しています。絶えず日本
政府に対して日米安保体制をこうするべきだと言ってく
る。そして日本は驚くほどこの通りにやっています。
　例えば集団的自衛権行使容認が必要だ、憲法改正は必
要ない解釈改憲で行け、などと書いてあり、その通りに
やるわけです。第 6 次まで出ていますが、この報告書
は大した分量はなく、本当に大事な結論だけ書いて、後
はやれ、という雰囲気なわけです。

　今回の報告書で私が 1 番気になったのは、韓国、オー
ストラリア、フィリピン、台湾との連携を強化させよう
というところです。日本は韓国との連携、オーストラリ
アとの連携、フィリピンとの連携、台湾との連携をそれ
ぞれ強化せよと言っているわけです。もちろんこれは中
国包囲網であるわけですが、NATO と違ってアジア太平
洋の場合、マルチラテラルな軍事同盟はないので、2 国
間関係です。アメリカの覇権国としての衰退を補う役割
を日本にやらせたいわけで、それが全部書いてあると思
います。結局これが言っているのは日本は中国と分断せ
よということになるわけです。
　米中の分断対立を日本はどう見るのかということが問
われると思います。それに対して平和研究や平和学、あ
るいは私などは、軍事的抑止ではなく共通の安全保障を
強調していくことこそが東アジアの戦争を防ぐと思うわ
けです。
　私たちのテーマはいかに東アジアの戦争を防ぐか、武
力行使を防ぐかということだと思いますが、一つの考え
方は抑止力の強化です。これは軍事的なリアリストたち
の考え方で、より上回る反撃能力を示すことによって相
手は攻撃しない、平和が保たれるという発想です。結局、
それは軍拡の悪循環に陥っていくわけで、双方共に安全
感は高まらない、軍拡が続いていくということになりま
す。国際政治学者はこれを安全保障のディレンマと呼び
ます。
　では、東アジアでどうするのかという話になります。
かつてのヨーロッパの冷戦を終わらせた原因を見ると、
2 つあると思います。1 つはコモン・セキュリティ、共
通の安全保障という考え方を打ち出して、これがある意
味では影響を与えたところがあります。もう一つは、欧
州安全保障協力会議（CSCE、現在は欧州安全保障協力
機構 OSCE）で、これについては後で触れます。
　このコモン・セキュリティという言葉で一番有名なの
は 1982 年のパルメ委員会報告書です。1 年後くらいに
翻訳が出ています。元スウェーデン首相のオロフ・パル
メを委員長とする世界的な有識者の委員会ができて、そ
の委員会が出した報告書です。
　端的に言えば、米ソ双方が軍事的抑止論で対決するの
ではなく、軍縮によって共に生き残るべきだというのが

「共通の安全保障」です。軍事的抑止で対決していると
決して安全は維持実現できない、したがって共に生き残
るという発想で軍縮する、という発想を打ち出していま
す。ある意味でこれは後に冷戦を終わらせる 1 つの原
因となったと言っていいと思います。
　この共通の安全保障の要は、対立する当事者を包摂し、
両者の間で対話し、信頼関係を作るというところにあり
ます。
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７．日本国憲法前文の安全保障構想
　ここで少し憲法の話をしたいと思います。日本国憲法
の考える安全保障の考え方というのは前文の「平和を愛
する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を
保持しようと決意した」という一文です。憲法 9 条の
もとで非武装日本の安全はどうするのかという話になり
ます。それが前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義
に信頼して我らの安全と生存を保持」するという考え方
です。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」する
というのは国連による、という意味です。これは間違い
ようがないのですが、そこの読みが甘いと思っています。
戦後の日本は非武装である、日本の安全を保障するのは
国連であるという考え方です。そこはセットです。前文
のこの部分をきちんと読み取っていないし、発展させて
いないと私は思います。
　国連の安全保障は冷戦中に機能しませんでした。です
から日本政府は国連ではなくて日米安保条約の方に行く
わけです。結局 9 条の下で日本は、一国で自国の安全
を守ることはできません。何らかの共同の安全保障、あ
るいは共通の安全保障がなければ、9 条の下で日本の安
全を維持できないということになります。
　本来の考え方は、国連による共通の安全保障でしたが、
冷戦中にそれが実現しなかったので、アメリカとの安全
保障条約による安全になりました。もし日本国憲法の原
点における考え方を生かすのであれば、私たちは実現し
なかった国連の安全保障に代わって、東アジアの地域の
枠組の中で共通の安全保障を実現することが必要ではな
いかというように私は考えています。それが日本国憲法
前文の発展的な読解だろうと思うわけです。
　ついでに言うと、日本の平和を考えるときに大きな意
味があるものとして 1950 年に平和問題談話会が出した

「三たび平和について」という声明があります。1950
年というのは、日本はまだ占領中です。独立後の日本の

あり方について講和論争という激しい論争がありまし
た。この講和論争の中で、アメリカ側、西側との片面講
和で独立するという日本政府の方針に対して、平和問題
談話会に集まった知識人の側は、どちらかの軍事ブロッ
クに属するという立場を取るべきでないという全面講和
の議論をしました。
　その声明の最後の方のほとんど読まれない箇所です
が、日本国憲法の安全保障構想を述べています。そこで
ははっきりと日本国憲法の解釈として、この「平和を愛
する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を
保持」するという部分は国連による安全保障を意味して
いると言っています。
　とすると、国連による安全保障が実現できないのであ
れば、東アジアの領域において共通の安全保障、つまり
敵を想定する軍事同盟ではなく全ての国家を加盟国とし
て包摂する枠組を作ってその中で安全を追求するという
ことになります。そういう意味では、共通の安全保障の
考え方というのは日本国憲法前文の安全保障構想だと思
うわけです。
　パルメ委員会の報告書は 42 年前に出たものです。今、
改めてヨーロッパの平和運動はこの共通の安全保障の考
え方を復活させようとしています。IPB、インターナショ
ナル・ピース・ビューローという平和 NGO ネットワー
クはベルリンに本部を置いています。もう 100 年も前
からある NGO で、最近コモン・セキュリティ 2022 と
いう報告書を出しました。その IPB が中心になって東ア
ジアのコモン・セキュリティに関する報告書も準備中で
す。私も関わっているといえば関わっています。IPB が
ひとつの核になって東アジアでコモン・セキュリティを
どう考えるかという議論もしています。この報告書はじ
きにできると思いますが、注目すべきものだと思います。

８．アジア安全保障協力会議（CSCA）を準備する
　かつて NATO とワルシャワ条約機構が対決していま
した。ワルシャワ条約機構がなくなっても NATO はな
くならず、東側に拡大していったわけです。しかし、
NATO はコモン・セキュリティの組織ではなく、軍事同
盟です。21 世紀の初めの頃は、NATO とロシアの関係
はもう少し協調的でしたが、その後どんどん悪くなって
今日に至っています。
　冷戦を終わらせた要因の一つはコモン・セキュリティ
の報告書、もう 1 つが 1975 年に作られた CSCE（欧州
安全保障協力会議）という枠組みだと思います。これは、
中立国であったフィンランドが非常に積極的な外交をし
て実現したものです。今はフィンランドもスウェーデン
も NATO に入ってしまいましたから、もはや中立国で

ありませんが、当時ソ連と接して苦しい立場にいたフィ
ンランドが生き残りをかけて外交を行ったわけです。
　フィンランドは、NATO 側とワルシャワ条約機構側の
全ての加盟国を包摂して欧州安全保障協力会議というも
のを作りました。ここが 1 つのベースになって敵対関
係が徐々に下がっていく、敵が少なくなっていく、最終
的に冷戦終結に行くわけです。これが「共通の安全保障」
の枠組です。
　欧州安全保障協力会議の後継組織である欧州安全保障
協力機構 OSCE というのは、結局ロシアのウクライナ侵
攻を防げませんでした。ミンスク合意は実現できなかっ
たわけです。それでも私は、OSCE は依然として意味が
あると思っています。57 か国を加盟国とする世界最大
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の地域的な安全保障機構です。ロシアはウクライナを攻
めてしまいましたから、同じ組織の中で戦争をやってい
るわけですが、ロシアはそこから脱退はしていません。
侵攻は防げなったけれども、停戦合意がもしできたとす
ると、停戦監視団を送るなど、その後をケアしていくの
は OSCE だと思うわけです。
　こういう枠組が東アジアにできないかということはみ
んな考えるし、私も考えるわけです。これで思い出すの
は 2011 年です。ある NGO の会議が北京であり、復旦
大学のシェンディ・リーという国際政治学者に会いまし
た。そのときに私が、東アジアにも OSCE のようなもの
が必要だと言うと、「そうだね、でもそれは 22 世紀だな」
というような答えでした。ですから、研究者は、理論的
にはこの必要性を皆分かっているわけです。
　実際、90 年代以降、研究者は東アジアでも OSCE の
アジア版を作るべきだという議論をしています。日本で
も韓国でもしていると思います。しかし道筋はなかなか
見えないということだと思います。もうみんな諦めてい
る感じがあると思いますが、私は諦めないわけで、私が
生きているうちには無理だとしても、次の世代では作ら
なければいけないと思っています。
　去年の 8 月中旬にキャンプ・デイビットで米日韓首
脳会談がありました。この首脳会談は明確に中国を意識
しているわけで、中国はもちろん厳しく反応しましたが、
その 1 週間後にワシントン DC のアメリカン大学という
大学で、アメリカ、日本、韓国の３か国関係を議論する
セミナーがありました。私も報告をしましたが、もう 1
人の報告者がマーク・トコラ（Mark Tokola）さんでした。
このマーク・トコラさんは、アメリカ国務省の元外交官
で今はワシントン DC にあるシンクタンクのコリア・エ
コノミック・インスティテュート・オブ・アメリカの副
代表を務めている人です。
　いろいろな議論をしましたが、米日韓の間の安全保障
に関する連携強化に対して、我々はどうするかという話
になりました。その中で彼は韓国と縁が深いので朝鮮戦
争がテーマになりました。最近、朝鮮戦争を終わらせる
ためにどうするかという議論はあまりないのですが、彼

はそのテーマはずっ
と持っており、朝鮮
戦争を本当に終わら
せ よ う と 思 っ た ら
OSCE のようなものが
必要だという話をす
るわけです。つまり
対立する両方を包摂
する枠組を作らなけ
れば朝鮮戦争は終わ
らないということで
す。

　これで私たちは 6 か国協議というのを思い出します。
北朝鮮の核開発問題において中国をオーガナイザーとし
て当事者 6 か国が同じテーブルを囲む場を作りました。
果たして成果があったのかと言われると微妙ですが、少
なくとも北朝鮮・中国・ロシアの側とアメリカ・韓国・
日本の側が議論をしたわけです。あれはまさに対立する
当事者を包摂するという意味では共通の安全保障と同じ
考え方に立つわけですが、その６か国協議はもはや終
わっています。復活させるのは難しいと思います。
　形式的な枠組としては東アジア首脳会議という枠組み
があります。これは毎年、アセアン首脳会議にセット
してプラス 8 が集まって会議をやっています。プラス 8
というのは中国、韓国、日本、オーストラリア、ニュー
ジーランド、インド、ロシア、アメリカです。北朝鮮や
モンゴルが入っていませんが、主要なアクターは入って
います。
　CSCE というのは、中立国フィンランドが NATO とワ
ルシャワ条約機構を招待して組織したわけで、中立国が
両方招待するというかたちですから、東アジアでそれが
できるのはどこかという話になります。最近、トコラさ
んとメールのやり取りをしたのですが、東アジアでフィ
ンランドになり得るのはモンゴル、ベトナム、シンガポー
ルだと言っています。東アジアの中立国はモンゴル、ベ
トナム、シンガポールというのが彼の見立てで、確かに
そうだと思います。つまりアメリカと中国との間に立っ
て両方とコミュニケートできる国という意味です。
　それで言うとモンゴルは重要です。6 か国協議がなく
なった後、北朝鮮とコミュニケートできるのはモンゴル
なので、モンゴルはある意味では中立国として非常に主
体的な外交をやっています。人口は小さいですが外交力
はすごくて、さすがあのモンゴル帝国を築いた人たちだ
という人もいます。例えばモンゴル政府が毎年主催する

「東北アジアの安全保障に関するウランバートル対話」
では、東北アジアのすべての国家、北朝鮮も呼んでいま
す。ここでやっているのは軍事的な安全保障の話は避け
ていて、むしろヒューマン・セキュリティの方のセキュ
リティ論をやっています。
　それから GPPAC という東北アジアのすべての地域の
NGO が集まるウランバートル・プロセスというのがあ
ります。北朝鮮が参加できるようにウランバートルでや
るのですが、これも毎年やっています。
　長期的に、このアジア安全保障協力会議、CSCA とい
うものを作ろうとしたときにモンゴルが果たす役割はあ
るかもしれません。それと、トランプ＝キム・ジョンウ
ン会談をやったのはベトナムとシンガポールです。対立
する両方を呼べるという意味では実はモンゴル、ベトナ
ム、シンガポールだということになるわけです。日本の
役割は、モンゴル、ベトナム、シンガポールの外交的イ
ニシアチブを後ろから支えることだと思います。マーク・トコラ（Mark	Tokola）
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９．マルチトラック平和外交―市民・自治体が国際関係を作る
　では、外交は誰がやるのかという話をします。私が平
和や安全保障を考える時に考える基本は、市民や市民社
会ベースで考えるべきだということで、それは東アジア
においても同じだと私は考えます。国家中心ではなくて
市民社会ベースで考えたときに国際関係をどう作るのか
ということでいうと、マルチトラック外交という考え方
があります。私はこの考え方に立っています。
　この『マルチトラック外
交』というのは 1996 年に
出 た 本 で 随 分 古 い の で す
が、依然としてこれは重要
だと思っています。研究者
のダイヤモンドと元アメリ
カの外交官のマクドナルド
という 2 人が書いた本です。
　彼等は、9 つのアクター
やトラックが織りなすシス
テ ム と し て 平 和 構 築 を 考
え、政府（トラック 1）、非
政府の専門家（トラック 2）、
ビジネス（トラック 3）、一
般市民（トラック 4）、研究
教育機関、大学（トラック 5）、市民運動（トラック 6）、
宗教（トラック 7）、財団（トラック 8）、メディア（トラッ
ク 9）、というように整理をしています。この整理の仕
方で精密かどうかは別にして、私は、この 9 つのトラッ
クが織りなすシステムとして平和構築あるいは国際関係
構築を考えるというのは賛成です。
　国際関係を作るのは外務省だけではないわけです。と
りわけ日本の場合、外務省は日米安保体制に強く規定さ
れますから、日本政府だけでは済まない、東アジア、つ
まり日中を分断しようとする人たちの影響だけでは動か
ないわけです。
　このマルチトラック外交の考え方の中で、国際関係や
安全保障のアクターとして市民と自治体・地方政府の役
割は大きいと思います。日米安保体制に強く規定されて
いる日本政府とは別に、市民、自治体は非軍事的、積極
的な行動を取り入れる必要があると思うわけです。沖縄
県の地域外交はその一例です。最近、自治体外交という
よりも、地域外交という言葉が使われています。沖縄県
の地域外交基本方針というのができています。まさに日
米安保体制と人間の安全保障の狭間における地域外交と
言えます。東アジアの共通の安全保障の枠組みを準備す
るのは越境する市民社会と自治体だと私は考えます。
　私は大学に所属していますので、マルチトラック平和
外交のアクターとしての大学ということを考えます。大
学研究者の交流や留学プログラムというのはマルチト

ラック外交の 1 つのトラックです。研究者や学生の日
中間の往来というのは、共通の安全保障の準備になると
思います。
　私のゼミの経験ですが、2011 年から復旦大学の学生
たちと毎年平和対話というのを行ってきました。きっ
かけはシェンディ・リーです。2011 年に北京でシェン
ディ・リーに、こういう学生平和対話をやらないかと言

っ た と こ ろ、 シ ェ ン
ディ・リーが 2 つ返事
でそれはいい、やろう
ということになったの
です。
　2018 年からは韓国の
慶熙（キョンヒ）大学
を加えて日中韓チャイ
ナ・ジャパン・コリア・
ピース・ダイアログと
いうのをやってきまし
た。 た だ、2019 年 を
最後に 2020 年からコ
ロナで移動ができなく
なってしまいましたか

ら、ずっと止まっています。来年これを復活させたいと
思います。準備をしていますが、これは間違いなく共
通の安全保障を作っていくための一つの準備です。丸 2
日間、朝から夕方まで復旦大学日本研究センターの会議
室で日中韓それぞれ 10 人ぐらい計 30 人くらいで英語
でプレゼンと討論をやります。学生がテーマを設定し、
学生がそれぞれプレゼンをし、その後、議論をしていく
というのを丸 2 日間ぎっしりやるわけです。これはい
ろいろな意味で効果的で得難い経験です。参加した学生
にとってはものすごい経験になるわけです。こういうこ
とを私たちは 100 回も 200 回もやらなければいけない。
ここから東アジアの共通の安全保障を作っていく準備に
なると思います。
　これは一例ですが、マルチトラック外交として様々な
アクターが様々なトラックで活動し、東アジアの共通の
安全保障というものを作っていく準備をしていくという
ことになります。今、日中間の動きが非常に少なく、中
国に行くのをみんな躊躇していますが、私は去年の 10
月、この復旦大学の日本研究センターに呼ばれて集中講
義をしました。日本国憲法と東アジア国際関係について
毎日 2 時間、5 日連続で集中講義をしました。私は日本
語で喋って、それを中国語に翻訳してくれる、というか
たちでやりました。これも一例ですが、今の緊張がある
中でも交流を続けていきたいと思います。こういうもの
が緊張緩和の 1 つの可能性だと思っています。

ダイヤモンド＆マクドナルド
『マルチトラック外交』

2019 年日中韓学生平和対話
（上海、復旦大学日本研究センター）
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　来年、国連は創立 80 年を迎えますが、自国第一主義
が横行し、十分な力を発揮しきれていません。犯罪や差
別につながる AI 使用や、気候変動の加速は、規制や対
応を上回るスピードで進んでいます。これらの本質的な
解決と、国連中心の国際協調を取り戻すため、事務総長
は国連総会に先駆け、9 月 22、23 日と「未来サミット」
を開催し、岸田首相（当時）を含む首脳級が出席しました。
　採択された成果文書「未来のための協定」では、核兵
器廃絶に関する文言も盛り込まれました。昨年から弊法
人では明治大・山田寿則さん、長崎大・河合公明さん、
西田充さんらと意見交換会を開催（順不同）、初稿から議
論をウォッチ。日本の市民の声を届けるため米・国連本
部に渡航し、GeNuine・徳田悠希さんを含め NGO「SDGs ジャ
パン」や未来アクションフェス関係者らと活動しました。
　特定の国が核軍縮の記載に反対していると聞いていた
ので、核兵器廃絶が成果文書に記されたこと自体は非常
に評価できます。ただ、今年 1 月の草案では「核兵器
のない世界を追求する」ことや核兵器禁止条約を念頭に

「非人道的で無差別な兵器を禁止する条約の普遍化」な
どを明記していました。しかし政府間交渉を経て行動指
針は「核兵器のない世界というゴールを推進する」と控
えめな表現に。「人道性」にかかわる文言が一部削除など、
当初からかなり弱まった内容で合意に至りました。
　一方で核拡散防止条約は最終文書を採択できず、核禁
条約に核保有国やその同盟国が背を向ける中で、合意に
達したことは、核軍縮への新たな出発点になります。（外
務省担当者からは「日本が力を入れたのは人間の安全保
障や核軍縮などだ」とのコメントあり。）
　主な内容（要旨）は次の通り。▶最終目的は全面完全
軍縮。即時目的は核戦争の危険の除去と軍拡競争の回避。
▶軍縮・不拡散枠組みの強化。▶非核兵器地帯条約など
既存の安全保証の尊重と核軍縮・不拡散の完全で効果的
な履行を加速。▶奪いえない原子力の平和利用権利。
　私は現在、核兵器廃絶を目指して政策提言を行う一般
社団法人「かたわら」を運営しています。昨年は鳴門市
議会、藤沢市市議会で核禁条約参加の意見書採択に貢献。

理事 3 名、その他大学生もかかわっています。
　私のきっかけは、中高のクラブ活動で被爆者と出会っ
たこと。大学卒業後、平和への取り組みを生業にしました。
　同協定では、それぞれの国や国連などの場で意思決定
プロセスに若者の参加を後押しすることも明記されまし
た。サミットには約 7000 名が参加し、うち 1600 名（20
日時点）が若者（15 ～ 24 歳）でした。期間中、ICAN、
ピースボート、核時代平和財団らとサイドイベントを共
催。核軍縮プロセスに若者や核被害者の声を反映させる
重要性を訴えました。
　サミットには世界各国から多くの若者が集まりまし
た。バングラデシュの人権活動家などと交流を深め、「核
の問題は環境や人権などあらゆる問題につながっている。
横のつながりを持てたことは大きな収穫だ」と感じます。
　国連史上最年少で上級職に任命されたフェリペ・ポー
リエ国連事務次長補と対談（写真）し、「若者は軍拡の
流れを止め、共通価値を作りえる存在だ」とのメッセー
ジをもらいました。「未来のための協定」は、SDGs（持
続可能な開発目標 / 核兵器廃絶は触れていない）の次の
目標（2030 年～）のベースになります。SDGs で多く
の学校や企業が気候変動に関心を寄せたように、核兵器
廃絶を目標の 1 つに掲げられるよう、市民社会と連携
して働きかけを続けます。
　結びに、今回の渡航費と報告会合開催のご寄付をお願
いしています。銀行口座、オンライン寄付は弊法人のHP（ 
https://www.katawara.org/ ）から。若い世代の取り組
みを応援していただければ幸いです。

 《ユース・ムーブメント～核兵器をなくす私たちの取り組み》第 2 回

国連会合「未来サミット」に渡航し、核兵器廃絶と
日本のユース・市民社会の声を届けました

高橋悠太（一般社団法人かたわら　代表理事）

核兵器廃絶というゴールを、改めて確認する機会にしたい。そんな想いから、9 月 22 日から 23 日にニュー
ヨークで開催された国連未来サミットに参加した高橋さん。未来サミットに向けて、約 1 年前から日本でも
活動してきたその積み重ねを、みなさんに共有する機会になればと思います。（コーディネーター・徳田悠希）

【編集部より】前号より徳田悠希さんにコーディネーターをお願いして、核廃絶にむけて活動する若者の声を紹介するコーナー、
「ユースムーブメント～核兵器をなくす私たちの取り組み」を始めています。今後ともご注目のほど、よろしくお願いします。
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［論考］分水嶺にある米国の核兵器政策
梅林宏道（ピースデポ特別顧問）

「核兵器使用戦略」

　米合衆国法典によると、米国大統領は「核兵器使用
戦略」に変更を加えるときは、変更が実行されるより
も 60 日以上前に、議会に対して使用戦略の変更につい
て報告しなければならない（合衆国法典第 10 編第 491
条 (a)）。
　過去の例を見ると、ある大統領が「核兵器使用戦略」
の変更を試みたとしても、それが大統領の任期 4 年の
間に意味のある変化をもたらすとは限らない。トラン
プ大統領が「核態勢の見直し（NPR）」を発表したのは
2018 年 2 月であるが、それに基づいて「核兵器使用指
針」を提出したのは 2019 年 4 月であった。それ以来、
この指針に合致するよう、国防総省は軍事指針や軍事計
画を更新する作業に取り組んだが、完成は 2022 年と予
定された※１。それでもトランプ大統領は 2020 年 12 月
という任期ギリギリの時期に使用戦略の変更を議会に提
出した※ 2。2020 年 11 月の選挙に勝利して、バイデン
大統領が NPR を発表したのは 2022 年 10 月であるから、
バイデン政権の新しい「核兵器使用戦略」の策定作業は
それ以後に始まった。
　この例が示しているように、軍トップや軍事戦略ブレ
インが関与して作り上げられてきた核兵器使用戦略は、
大統領が変わっても基本的には継続されるものであり、
場合によっては次の政権になってから変更が実行される
というようなタイムラグが発生する。

新しい核の時代
　今年 3 月バイデン大統領が極秘文書である新しい「核
兵器使用指針」を承認した、というニューヨークタイム
ズの報道（2024 年 8 月 20 日）が、多くのメディアの
関心を呼んだ。記事に明記はされていないが、この「指
針」は、やがて合衆国法典に定められた「核兵器使用戦
略」につながるものだと考えてよいであろう。
　実は政権内部の 2 人の高官がすでにこのことに触れ
ていた。まず、大統領特別補佐官プラナイ・バディは、
6 月 7 日に軍備管理協会（ACA）での発言※ 3 で「大統
領は最近、核兵器使用指針の更新を行い、その中で新
しい核の時代の現実を考慮している」と述べた。次に 8
月 1 日、ビピン・ナラン米国防次官補代行が戦略国際
問題研究所（CSIS）での講演※ 4 で「大統領は最近、多
くの核武装敵国に対処するため核兵器使用指針を更新し

た」と述べた。2 人とも、指針の内容そのものを論じる
意図ではなかったが、核兵器に関する新しい時代の到来
という共通した時代認識を述べ、核兵器使用指針の更新
はそれに呼応したものであることを示した。
　そもそも、米国が戦略的競争という戦略概念を打ち出
したのはトランプ政権であったが、競争を民主主義 - 対
- 専制主義という対立構造に仕立てたのはバイデン政権
であった。バイデン政権はさらに中国を名指しして警戒
を強めた。結果として、中国、ロシア、DPRK( 北朝鮮 )、
イランが繋がりを強めた。核兵器使用戦略の更新はその
ような変化を反映したものであろう。
　バディ大統領補佐官もナラン国防次官補代行も「新し
い核の時代」という言葉を使っている。その中身はこの
ような対立のブロック化が、核兵器のブロック化を想定
せざるを得ないという時代認識と考えられる。バディは
発言の中で「それ（新しい核兵器使用指針）は、中国の
保有核兵器の数と種類の増加に対処すること、またロシ
ア、中国、北朝鮮を同時に抑止すること、の必要性を強
調している」と述べ、バディは、ロシア、中国、北朝鮮
の連携を念頭に「（ロシアと中国という）＜ 2 国同時の
核問題＞という今や当たり前になっている言葉は、我々
が直面している課題の複雑性を過小評価している。私は
現在の環境の特徴を＜多国対峙の核問題＞と呼びたい」
と述べている。
　バイデン大統領自身はオバマ政権の副大統領であった
ことが示しているように、どちらかというと核軍縮への
関心が強い大統領であった。しかし、結果的に新しい核
軍備競争への道筋を作った。2 人の高官とも米国がすぐ
に核弾頭数を増やす必要はないが、情勢の推移によって
はそのような決断も否定できないというニュアンスであ
る。
　紙幅がなくて書けないが、この趨勢は「非核三原則の
もとにおける日米核軍事協力」という深刻な問題を私た
ちに突きつける可能性がある。

※ 1　https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/
Reading%20Room/NCB/21-F-0591_2020_Report_of_the_
Nuclear_Employement_Strategy_of_the_United_States.pdf

※ 2　https://nipp.org/wp-content/uploads/2021/10/Analysis-1.1R.pdf
※ 3　https://www.armscontrol.org/2024AnnualMeeting/Pranay-

Vaddi-remarks
※ 4　https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/

Article/3858311/nuclear-threats-and-the-role-of-allies-
remarks-by-acting-assistant-secretary-of/nuclear-threats-and-
the-role-of-allies-remarks-by-acting-assistant-secretary-of/

1
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［報告］2026 年 NPT 再検討会議第 2 回準備委員会に参加して

役重善洋（ピースデポ研究員）

　2024 年 7 月 22 日から 8 月 2 日まで、スイスのジュ
ネーブにある国連欧州本部で 2026 年の NPT 再検討会
議に向けた第 2 回準備委員会が開催された。私は、ピー
スデポからの派遣というかたちで 29 日から 31 日まで
の 3 日間、準備委員会およびサイドイベントに参加す
る機会をいただいた。国連関係の会議に参加するのは初
めての経験であり、多いに勉強させていただいた。
　準備委員会は、基本的に、一日 2 回、午前 10 時～午
後 1 時と午後 3 時～ 6 時に開催され、昼休憩の時間帯
を中心に各国政府や NGO 等によるサイドイベントが行
われた。以下、時系列順に簡単な報告させていただく。
　最初に参加した 29 日の午前中の準備委員会では、中
東非核・非大量破壊兵器地帯の早期設立を求めた 1995
年決議に関して討議が行われた。中東諸国、非同盟諸国
などグローバルサウスから、イスラエルの NPT 非加盟
の問題および閣僚によるガザに対する核威嚇発言に対す
る名指しの批判が続いた。現在行われているガザ攻撃の
非人道性に言及する発言もあった。EU や米国などがイ
ランの核問題に関する批判を行ったものの、全体の雰囲
気としてはイスラエルの核政策および西側の二重基準に
対する批判の声が圧倒していた。ただし、どの国も、同
じような言葉遣いの批判で一本調子の印象は否めず、こ
の問題が行き詰まり状況にあることも感じさせられた。
　この日のサイドイベントは、化石燃料に関する不拡散
条約の実現を目指すキャンペーンが開催したものに参加
した。不勉強のため化石燃料の不拡散という概念に戸
惑ったが、その主に意味するところは新たな油田・ガス
田の探索を禁止するということであった。すでに賛同を
表明している国が太平洋諸国を中心に 13 か国あるとい
うことで、核軍縮と気候正義の問題が不可分の問題とし
て認識されつつあることを改めて認識した。
　29 日の午後の準備委員会は、核の平和利用をめぐっ
ての議論が行われた。ここではグローバルノースとグ
ローバルサウスと、同程度の比率で発言があったが、核
の平和利用を積極的に求める点で違いはなく、原子力発
電に限らず、医療や農業、その他、様々な産業分野にお
ける応用とそれに向けた IAEA の協力を期待する論調が
多くの国から聞かれた。3・11 を経た日本の文脈でい
うと「鉄腕アトム」を彷彿させる時代錯誤のように聞こ
える議論が、世界的には、いまだに主流の議論であり続
けていることに驚かされた。NPT の 3 本柱の一つに「核
の平和利用」位置付けられていることと、核の問題が国
威発揚と密接に結びついていることなどがこのような議

論の偏向をもたらしているのだと思われる。方向転換を
促す市民社会の介入が必要だと感じた。
　なお、それぞれの会議日の最後に、「反論権行使の時間」
が設けられており、この日は米国が、午前中、イスラエ
ルに対する「バランスを欠いた批判」があったことに対
する遺憾の意を表明していた。
　30 日の午前中も、前日午後からの議論が継続した。
とりわけグローバルサウスから核の平和利用に対する強
い期待が表明される場面が目立った。
　この日のサイドイベントは、核軍縮・不拡散議員連
盟 (PNND) と世界連邦運動・グローバル政策研究所、北
東アジア非核兵器地帯 3+3 設立をめざす国際議員連盟

（P3+3）の共催による「北東アジアにおける非核化と３
＋３モデル非核地帯構想」に参加した。メインスピーカー
は、犬塚直史元参議院議員で、東北アジア非核地帯構想
の概要と意義、展望について話をされた。その中で、中
東非核地帯構想が 1995 年の中東決議を経て NPT の枠
組みにおける中核的な位置づけをされるようになり、毎
年関連会議が開催されるに至った経緯に触れられ、北東
アジア非核地帯構想も、そのようなポテンシャルを持ち
得るはずだと述べた点が印象に残った。
　会場からは北東アジアにおける安全保障環境などを理
由とした慎重論が意見として出された。それに対しては、
問題意識を一定程度共有しつつも、P3+3 が予定してい
る中国訪問や、地政学的両義性をもつ台湾へのアプロー
チ（台湾の非核地帯構想への参加は中国にとって必ずし
もマイナスとは言えない）など、具体的にできることに
取り組んでいくことを通じて障害を突破していくことは
可能との見解が示された。
　30 日の午後および 31 日の午前の準備委員会は、
NPT 再検討プロセスの手続き面に関する議論に費やさ
れた。これについては、私は知識不足で付いていけない
部分が多かったが、核兵器国の核政策に対する透明性の
確保が大きな課題となっていることが分かり、ピースデ
ポの情報・調査研究活動の重要性を再認識した。

NPT第 2回準備委員会で発言するイラン大使（7月29日、ジュネーブ）
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　2024 年 7 月 28 日、東京都内で「拡大抑止に関する
日米閣僚会合」が初めて開催された。会合は、外務・
防衛担当閣僚会合（２プラス２）に引き続いて行われ、
20 分ほどで終了した。日本からは上川外相と木原防衛
相が、米国からはブリンケン国務長官とオースティン国
防長官が出席した。
　今回の会合は、日米の実務者間で 2010 年から年に１、
２回行われてきた「日米拡大抑止協議」を閣僚級に格上
げしたもので、米国による拡大抑止（日本など同盟国が
攻撃されれば米国の核兵器などで報復すると敵国を脅す
ことで同盟国への攻撃を思いとどまらせること）に不安
感を抱く日本の要望に応じて開催に至ったとのことだ。
　会合後に出された「拡大抑止に関する日米閣僚会合共
同発表」によると、４閣僚は（１）日米同盟の抑止態勢
の強化、（２）抑止、軍備管理、リスク低減、不拡散を
通じて戦略的脅威を管理する必要性、（３）米国の核政
策と核態勢に加えて、日米同盟における核戦力と非核戦

力の間の関係性についての緊密な協議、（４）日米両国
が拡大抑止を強化する最善の方法の探求等について再確
認した。
　米国防総省高官は「閣僚会合を開催すること自体が重
要だ」と強調したという。会議時間が短かったことも考
えると、今回の会合は実質的な討議が目的ではなく、米
国の拡大抑止―とりわけ「核の傘」―が確実なものだと
国際社会にアピールすることを意図して開催されたもの
と思われる。
　ところで、近年の朝鮮半島情勢をみると、北朝鮮およ
び韓国がそれぞれ核抑止に依存した政策を追求した結
果、相互の軍事力強化と軍事演習の拡大を招き、安全保
障環境はさらに悪化してしまった。日本は同じ轍を踏む
べきではない。米国に対して、核抑止強化ではなく、中
ロ朝との対話による問題解決を求めるべきである。（渡
辺）

「拡大抑止に関する日米閣僚会合」初開催

経費増でも米新型 ICBM 近代化計画「セン
チネル」は、変更を加え継続
　米国防総省は、老朽化している大陸間弾道ミサイル

（ICBM）「ミニットマン３」の後継として新型 ICBM「セ
ンチネル」を開発中である。ところが 2024 年 1 月、
計画の費用が当初見込みより大幅に増大したことでプロ
グラム継続の可否が問われる事態となった。
　2024 年 1 月 18 日、米空軍は連邦議会に対し、セン
チネル計画が予測コストを大きく上回り、ナン・マッカー
ディ制度への重大な違反となったことを通知した。ナン・
マッカーディ条項とは、米国の武器調達計画のコスト増
を抑制するために、1982 年の国防権限法の一部として
1983 年に制定された制度である。ナン・マッカーディ
制度への重大な違反は、プログラム取得や調達コストが
現在の取得基準より 25% 以上増加した場合に発生する。
この場合、国防次官補（調達・維持担当）が議会に対し、
プログラムを継続するための定められた基準を満たして
いると証明しない限り、その計画は終了しなければなら
ない。

　事態が明らかになったことを受けて、国防総省は計画
を継続するための基準を満たしているかどうかを判断す
るレビューを実施した。2024 年 7 月 8 日、その結果と
して ICBM 近代化計画「センチネル」を継続する決定を
発表した。同計画は予算を 81％超過し、現在 1410 億
ドル近くかかると推定されている。それでも ICBM は、
戦略爆撃機、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）と合わ
せ、米核戦力の 3 本柱の一つであり、「ミニットマン３」
の後継となるセンチネル計画は、中国とロシアが核戦力
を増強する中、国家安全保障に必要不可欠である。低予
算で同様の能力を提供できる代替手段がない。さらに取
得および調達費用の新たな見積もりは妥当であると判断
されたなど５つの基準を満たしていることから開発計画
の継続が認められた。ただし置き換えは当初 2029 年に
開始予定であったが、コスト増などで数年の遅れが出る
見通しであるとした。（湯浅）

トピックス
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横須賀基地拠点に、米韓合同演習と日豪独伊
仏共同訓練
　8 月から 9 月にかけて、横須賀基地にさまざまな艦艇
がやってきた。米国、イタリア、ドイツ、カナダ、フラ
ンス、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポー
ルである。
　サンディエゴからやってきた強襲揚陸艦「ボクサー」

（LHD 4）( 満載排水量 41,302t、全長 261m) は、8 月
21 日に米軍横須賀基地を出港し、26 日に釜山に入港し
た。8 月 26 日から 9 月 7 日まで、釜山、浦項を中心に
行われた米韓合同演習・双龍訓練に参加するためである。
　8 月 17 日に海自横須賀基地にやってきた、ニュージー
ランドの補給艦「アオテアロア」（26,000t、173m) は
19 日に出港した。台湾海峡を 8 月 22 日に北上した米
海軍のイージス駆逐艦「ラルフジョンソン」に、8 月
26 日日本海で洋上給油、9 月 2 日に強襲揚陸艦「アメ
リカ」(44,447t、261m) にも洋上補給を行った。「アメ
リカ」は「ボクサー」とともに、双龍訓練に参加して
いる。韓国海軍は、強襲揚陸艦の「独島」(LPH 6111）

（18,800t、199m) と、「馬羅島」(LPH 6112）（19,300t、
199m) をはじめ数十隻の艦艇を参加させた。
　「東亜日報」( 日本語版 )8 月 26 日は、双龍訓練につ
いて、「今年は初めて連合参謀団を編成し、韓国海軍の『馬
羅島』で上陸作戦を統合指揮することになったと韓国軍

は伝えた」と報じている。米海軍と韓国海軍が連合参謀
団を編成して統合指揮。米韓一体化のエスカレートだ。
　8 月 6 日に入港したフランスのフリゲート艦「ブル
ターニュ」(142m、6,100 ｔ ) は、8 月 14 日に海自の
護衛艦「むらさめ」(151m、6,200 ｔ ) と関東南方海域
で共同訓練を行い、その後、横須賀にもどってきた。イ
タリアの空母「カブール」とフリゲート艦「アルピーノ」
(142m、5,950t) は、8 月 22 日に海自横須賀基地に入港。
ドイツのフリゲート艦「バーテン・ヴェルテンベルク」
(150m、7,316t) と補給艦「フランクフルト・アム・マ
イン」(174m、20,240t) は、8 月 20 日に東京の国際クルー
ズターミナルに入港、関係者に公開した後、8 月 25 日
に海自横須賀基地の長浦港に移動した。
　そして、これらの艦艇は、8 月 27 日午後、海自の「お
おなみ」(151m、6,300t)、「いずも」(248m、26,000t)
とともに横須賀を出港し、「関東南方から沖縄東方」の
海域で 27 日から 29 日まで日豪独伊仏の共同訓練「ノー
ブル・レイブン 24-3」を行った。「いずも」は、さらに
石垣島近海まで進出して錨泊。3 月の米海軍イージス艦

「ラファエル・ペラルタ」に続いて、海自最大の艦艇が
進出したことは、大きな緊張をもたらした。( 木元 )

広島・長崎の平和祈念式典、イスラエル招待
をめぐり対応が分かれる
　今年 8 月の広島と長崎における平和祈念式典は、ガ
ザで虐殺作戦を継続するイスラエルを招待するかどうか
で対応が分かれた。広島市はイスラエルを招待し、パレ
スチナについては政府が国家承認していないことを理由
に招待しなかった。長崎市は例年通りパレスチナを招待
したが、イスラエルは「円滑な式典の運営」を理由に招
待しなかった。
　両市とも、一昨年よりロシア・ベラルーシに対しては

「円滑な式典の運営」を理由として招待しておらず、広
島市のイスラエルを招待するという判断は二重基準にあ
たるのではないか、あるいは、ジェノサイドを実行中の
国家を招くこと自体が式典の意義に矛盾するのではない
か、との批判が多く寄せられ、8 月 6 日の式典当日まで
松井市長の判断に対し多くの市民が抗議の声を挙げてき
た。とりわけ、広島県被団協（箕牧智之理事長）が、「ロ
シア・ベラルーシを招待しないのであれば、将来ある子
どもたちの人権を無視するイスラエルも呼ぶべきではな

い」と広島市に招待の見直しを求めたことは重要である。
　ところが、長崎の平和式典が迫る 8 月 7 日の段階で、
日本を除く G7 諸国および EU の駐日大使が連名で長崎
市長に対し、イスラエルを招待しないのであれば、高官
の参加は難しいとの書簡を前月に送っていたことが明ら
かにされた。そして、実際、これらの国・機関の駐日大
使は長崎の式典を欠席した。この米・英・仏・独・伊・
カナダという取り合わせは、昨年 10 月 22 日に「テロ
に対するイスラエルの自衛権」への支持を表明した共同
首脳声明への参加国とも重なる。
　これらの一連の出来事は、西側諸国の非合理的なイス
ラエル擁護の姿勢、裏返せば、パレスチナに対する人種
主義的姿勢を浮き彫りにするものであった。また同時に、
鈴木史郎長崎市長が、欧米諸国の圧力に屈せず、イスラ
エル不招待の姿勢を変えなかったことは、自治体による
平和外交の政治的ポテンシャルを示すものでもあったと
いえる。（役重）
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   改めて、今こそ北東アジア非核兵器地帯を第51回
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　世界も日本も危険な方向に進んでいる。
誰の目にもそのように映っているのではな
いだろうか。この情勢の中で、日本で北東
アジア非核兵器地帯を推進することに、新
しい重要な意味があると思われる。そのこ
とを述べたい。

トランプ政権が始めた「戦略的競争」
という品のない考え方が、米民主党政権の
古臭い民主主義 - 対 - 専制主義という考え
方によってイデオロギー化され、「競争」
は「対立」となった。そして対立は、ウク
ライナにおいてもガザにおいても、世界秩
序におけるブロック化を促進している。米
国を中心とする西側ブロックとロシア・中
国・イランを中心とする反西側ブロックで
ある。ブロック化の力学は、両ブロックが
等しく意図して進行しているのではない。
現在においては、米国がブロック化を意図
することによって他方のブロックの形成が
進むように見える。その力学は、政治体制
の違いを主要な推進力とするのではなく、
それぞれの国家の生産、消費、貿易など世
界的な資本主義的経済における競争の必要
性を主因として進んでいる。

見逃せないのは、ブロック形成の力学
は必然的に軍事力を背景とした対立へと進
んでいることである。

私たちが目撃しているように、日本の
周辺においてこれらの現象は著しい。その
理由は明らかである。バイデン政権が「も
っとも重大な戦略的競争相手」と位置づけ
た中国が、私たちの隣国として、この地域
に存在しているからであろう。

ここ数年における NATO（北大西洋条約
機構）のインド太平洋への関心の増加は異
常とも言える。ヨーロッパの国々が口実を
設けてアジア太平洋に出張ってくる。今年
の NATO 首脳会議（ワシントン）にはオ
ーストラリア、ニュージーランド、日本、
韓国の首脳が招かれた。時期外れに、何と
ドイツが 8 月に朝鮮国連軍に新規参加し
た。「インド太平洋を重大地域とみなす」
ドイツ外交方針の現われだという。ドイツ
を含めヨーロッパの国々の軍艦や軍用機が
次々と日本に訪れ、自衛隊との共同訓練を
始めた。少しさかのぼれば、米英豪の枠組

み AUKUS もこのような流れの一つであろ
う。これによって 2026 年にはイギリスが
原子力潜水艦の太平洋パトロールを始めオ
ーストラリアに拠点を持つ。

対抗してロシアと中国の協力関係が
年々に強まっている。長い歴史の中で紆余
曲折のある 2 国間関係であるが、現在両
国は相互を「優先的パートナー」と位置づ
けている。国交樹立 75 周年の今年 5 月の
両国首脳共同声明では「（両国関係は）新
時代の包括的戦略調整パートナーとして歴
史上最高水準に達した」と述べた。

脇道になるが、「調整パートナー」とい
う言葉は意味の深い言葉である。両国とも
世界を視野に入れてそれぞれの多国間関係
を築いてきたし、今も切り開いてゆこうと
している。つまり調整すべき多くの外交関
係がある。そのような調整を中露間におい
て齟齬を生まないように優先的に調整しあ
うパートナーとして相互に位置づけている
のである。たとえば日米関係はパートナー
ではあるが、調整パートナーではない。米
国が調整し切り開く国際関係に日本は追随
するという力関係である。

6 月に締結されたロシアと DPRK（北朝
鮮）の「包括的戦略パートナーシップ条約」
は極めて注視すべき展開である。北朝鮮の
強固な主体思想と自主独立路線が変わった
とは考えないが、ブロック化の中で新しい
国際関係が結ばれたことは間違いない。

このような中で、ロシアは、9 月、過去
30 年で最大規模の海軍演習を太平洋・日
本海を中心に行ったが、それには中国海軍
も参加した。また、昨年 8 月の日米韓の
キャンプデービッド首脳会談は、東アジア
の軍事ブロックに新しい次元の変化を生ん
だ。日本の植民地支配の歴史に起因してタ
ブーであった日本の自衛隊の朝鮮半島への
関与が公然と始まり、歴史上初めて日米韓
の空軍演習が行われた。朝鮮半島に飛来し
た米戦略爆撃機を日米韓の戦闘機が共同で
エスコートしたのである。

このような大きな対立とブロック化の
なかで、私たちはいくつかの深刻かつ切迫
した地球規模の問題に直面している。多く
の人々が同意する顕著な問題は、異常気象
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うめばやし ひろみち
1937年、兵庫県洲本市生まれ。ピースデポ特別顧問。長崎大学核兵器廃絶研究セン
ター（RECNA）初代センター長（2012～15年）。

をもたらしている地球温暖化の問題であろ
う。もう一つは、ウクライナ、ガザに例を
求めるまでもなく、核兵器が存在する限り
戦争が核戦争に発展する恐怖を私たちは再
認識している。

これらの問題を解決するために私たち
が必要としているのは、上述したような対
立とブロック化が進む世界ではない。今、
私たちは対立とブロック化に抗し、別のシ
ステムを生むための思想と実践的提案を声
高に語るべきときである。

相手に何かをせよと言うのではなく、
ともに「共通の利益」（コモン・インタレ
スト）や「共通の安全」（コモン・セキュ
リティ）を追求しようという提案が必要で

ある。つまり「コモン」が核心の思想とな
る。北朝鮮に「核兵器開発を止めよ」と言
うのではなく、「日本も韓国も非核兵器地
帯になるので北朝鮮も非核兵器地帯にしよ
う。そして、米国も中国もロシアにこの地
帯に軍事侵攻をしないと約束させよう。そ
れは彼らにとっても利益である」と条約締
結を呼びかけるのがよい。北東アジア非核
兵器地帯の提案とは、このような「コモン」
の思想の提案であり、対立とブロック化を
崩してゆく力となる。最近では、台湾を北
東アジア非核兵器地帯の一部に組み込むこ
とを通して台湾問題の平和的解決の構想を
話し合う糸口とするアイデアも生まれてい
る。これも「コモン」を探る視点である。

『チャーリーとチョコレート工場』
監督：ティム・バートン
2005 年／英・米・豪／ 115 分

くらい安価にすること。原料が高価か、あるいはみんな
に行きわたるだけの量がないなら、足りるように工夫す
ること。
　2005 年の『チョコレート工場』はそのリメイクに当
たるが、主人公の少年チャーリーよりもジョニー・デッ
プ演じるチョコレート作りの天才ウィリー・ウォンカの
ほうが目立っている。本作の冒頭では、機械化された製
造工程によって大量に生産された板チョコが次々とト
ラックに積み込まれ、やがて世界各地に届けられる様子
が描かれる。映画にも登場するウォンカの看板商品「ウォ
ンカ・バー」の商標は世界最大の食品メーカーであるネ
スレが保有し、2018 年に終売となるまで、実際に同名
の商品を製造・販売していた。『チャーリーとチョコレー
ト工場』はまさに世界中の津々浦々にチョコレートが行
きわたった「現代」についての物語であり、それは酷く
貧しいチャーリーのような子どもにとって夢のような出
来事だったに違いない。（うろこ）

　私たちはいったいいつチョコレートを当たり前に食べ
るようになったのだろう。ここでの「私たち」とはつまり、
名も無い民衆のこと。チョコレートはかつて贅沢な嗜好
品の代表だった。欧米とそれ以外、またそれぞれの国内
における貧富の差もあるものの、おおむねそれは二度の
大戦を経た後のことであり、人類の歴史がいったい何千
年あるものなのか知らないが、そのうちのたった八十年
のどこかの時点という違いでしかない。
　チョコレートの登場する映画はたくさんあるが、チョ
コレート工場の登場する映画はそう多くない。ティム・
バートン監督の代表作の一つである『チャーリーとチョ
コレート工場』は奇想天外なストーリーで、大量生産さ
れたチョコレートの魅力に惑わされる名も無い「私たち」
の姿を描いた稀有な作品と言える。原作は 1964 年に出
版されたイギリスの児童小説。1971 年には最初の映画
化作品が公開されている。それは、たぶん世界の津々浦々
もっとも先進国限定だったかもしれないが、そこに暮ら
す名も無い民衆の手の届く場所にまで、チョコレートが
行きわたった時期なのではないだろうか。大量生産の意
義はもともとそこにあった。つまり民衆にも購入可能な

◆映画『チャーリーとチョコレート工場』

チョコレートを食べる世界――『チャーリーとチョコレート工場』
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日 誌
2024.7.16~2024.9.15

作成: 前 川 大 、役 重 善 洋 、山 田 春 音
湯 浅 一 郎 、渡 辺 洋 介

【核兵器・軍縮】
●7月18日　露外務次官、米長距離兵器
の独への配備決定を受け、露による新た
な核ミサイル配備の可能性を示唆。
●7月22日　2026年NPT運用検討会議
第2回準備委員会、ジュネーブにて開催

（〜 8月2日）。
●7月22日　米国防総省、北極戦略を改
定した戦略文書を公表。訓練によるプレ
ゼンス誇示及び同盟・友好国を含めた抑
止維持への意向を示す。
●7月28日　露大統領、米長距離兵器の
独への配備決定を受け、露も同様のミサ
イルを配備する可能性を示唆。
●8月4日　独・比国防相、両国軍の長期
的な関係を確立し、年内に防衛協力協定
を締結する意向を示す。
●8月4日　カタール・米政府、両国間の
安全保障協力強化のための協定に署名。
●8月6日　広島市、平和式典にイスラ
エル大使を招待【本号参照】。
●8月9日　長崎市、平和式典にイスラ
エル大使を招待せず。米英仏独伊加EU
の大使は欠席で抗議【本号参照】。
●8月20日　 「高校生平和大使」ら、ジュ
ネーブにて開催中の軍縮会議を傍聴。9
万超の反核署名を国連軍縮部に提出。
●8月27日　 非 核 兵 器 地 帯 の 強 化 を
テーマにした国際会議、アスタナにて開
催（〜 28日）。 
●9月9日　米政府・EU、中国とインド太
平洋地域に関するハイレベル対話をブ
リュッセルにて開催（〜 10日）。
●9月10日　米大統領、同国製長距離ミ
サイルをウクライナが露への攻撃で使
うことに関し制限解除の可能性に言及。
●9月10日　ブラジル海軍、同国の年次
軍事演習「フォルモサ作戦」に中国軍が
初参加すると発表。
●9月12日　露大統領、米等が露領土攻
撃のための長距離兵器使用をウクライ
ナに許可すれば、NATOが戦争に直接加
わったと見なすと警告。
●9月12日　多国間安全保障会議「北京
香山フォーラム」開催（〜 14日）。米、露、
ウクライナ等、参加者数は過去最大。 

【安全保障・憲法】
●7月18日　海上保安庁と台湾海巡署

（海保に相当）が房総半島沖で共同訓練 
。1972年の日台断交後初めて。
●7月19日　空自、独仏西空軍と日本
周辺で共同訓練（〜 25日）。共同演習

「パシフィック・スカイズ24」の一環。
●7月23日　ロンドンで日英防衛相会
談。
●7月24日　渉外知事会、米兵女性暴
行事件の再発防止等を求める「特別要
請」を外務省と防衛省に手交。

●7月28日　東京で「日米安全保障協
議委員会（２＋２）」開催。
●7月28日　東京で「拡大抑止に関す
る日米閣僚会合」初開催【本号参照】。
●7月28日　 東 京 で 日 米 韓 防 衛 相 会
談。３か国安全保障協力枠組みに関す
る協力覚書に署名 。
●7月28日　 日 米 共 同 訓 練「 レ ゾ
リュート・ドラゴン」（〜 8月7日）。
●7月28日　海自、東シナ海でカナダ
海軍と共同訓練。
●7月29日　千葉県、PFAS検出問題で
海自下総航空基地に立ち入り調査。
●8月6日　空自と伊空軍が三沢基地で
共同訓練「ライジング・サン24」実施（〜
8日）。
●8月8日　浜松市、空自浜松基地周辺
からPFASの一種が検出された問題で 
排出源の特定は困難と結論 。
●8月14日　海自、仏海軍と関東南方
海域で共同訓練【本号参照】。
●8月23日　海自、米海軍主催の多国
間共同訓練「パシフィック・ヴァンガー
ド24」に参加 （〜 9月2日）。
●8月26日　日本政府、自衛隊などの

「特定利用空港・港湾」に新たに12か所
を指定。
●8月26日　中国軍のＹ－９情報収集
機が、長崎県男女群島沖の領空を侵犯。
●8月27日　海自、豪伊独仏海軍との
共同訓練「ノーブル・レイブン24-3」実
施（〜 29日）【本号参照】。
●8月29日　日米合同委員会、米軍池
子住宅地区隣の進入路 0.25ヘクター
ルの11月30日までの返還で合意 。
●8月29日　山口県知事、米軍岩国基
地への輸送機CMV-22オスプレイやス
テルス戦闘機F-35Cの配備を容認。
●9月2日　自民党憲法改正実現本部、
憲法への自衛隊明記と緊急政令に関す
る論点整理を取りまとめる。
●9月5日　豪ビクトリア州で日豪外
務・防衛閣僚協議（「２＋２」） 。
●9月6日　海自、ティモール海でカナ
ダ海軍と共同訓練（〜 8日）。
●9月8日　デリーで「日印外務・防衛閣
僚会合（「２＋２」） 」。
●9月8日　陸自、仏陸軍と宮城県王城
寺原演習場 などで共同訓練「ブリュネ・
タカモリ」 実施（〜 20日）。
●9月10日　防衛省、馬毛島自衛隊基
地の完成が予定より３年遅れ2030年
になる見込みと発表。
●9月12日　空自戦闘機F-35Aが米戦
略爆撃機B-2Aと初の共同訓練。B-2A
は16機が核兵器搭載可能。
●9月13日　東京で日加防衛相会談。

【沖縄】
●7月19日　沖縄県議団、米兵による
性暴力事件で外務省などへ抗議。
●8月13日　沖縄国際大への米軍ヘリ
墜落事故から20年。墜落現場で普天間
基地の閉鎖・撤去を求める集会。
●8月19日　防衛省、辺野古埋め立て
用土砂の奄美大島からの確保のため、
鹿児島県に特定外来生物の生息状況に

今号の略語
IAEA＝国際原子力機関
ICAN=核兵器廃絶国際キャンペーン
ICBM＝大陸間弾道ミサイル
NPT＝核拡散防止条約
EU＝欧州連合
NATO＝北大西洋条約機構
PFAS＝有機フッ素化合物
UNDP＝国連開発計画

関する調査を実施すると説明。
●8月20日　沖縄防衛局、辺野古新基
地埋め立てで軟弱地盤がある大浦湾側
で新たな護岸整備に着手。
●8月22日　防衛省、名護市安和桟橋
付近での死傷事故で中止していた辺野
古埋め立て用土砂の搬出作業を再開。
●8月29日　市民団体、辺野古埋立て
用土砂を奄美大島から搬出しないよう
求める要請書を島内2町村に提出。
●9月4日　沖縄県、嘉手納基地で3か
月続けてパラシュート降下訓練が常態
化しているとして国に抗議。
●9月5日　沖縄県警、米兵が性的暴行
をしたとして書類送検したことを沖縄
県に通知。情報共有の仕組みを設けて
から初のケース。
●9月6日　嘉手納町議会、米軍による
パラシュート降下訓練の全面禁止を求
める決議と意見書を全会一致で採択。
●9月8日　玉城知事、米兵による性暴
力事件や基地問題を直接訴えるため訪
米（〜 15日、ワシントン）。
●9月11日　沖縄防衛局、サンゴの白
化により8月22日から辺野古でのサン
ゴ移植事業を中断していると明かす。

【朝鮮半島】
●7月18日　 北 朝 鮮、臨

イ ム ジ ン ガ ン

津 江 上 流 の
黄
ファンガン

江ダムの水を韓国への事前通知なし
に放流。
●7月18日　金正恩総書記、北朝鮮訪
問中のアレクセイ・クリボルチコ国防
次官らと会談。ウクライナ侵略のロシ
アへの支持と連帯を表明。
●7月18日　韓国軍、北朝鮮による韓
国へのごみ散布への対抗措置として北
朝鮮向け宣伝放送を実施（〜 19日）。
●7月21日　北朝鮮、韓国に向けてご
み風船散布。
●7月21日　韓国軍、拡声器による対
北朝鮮宣伝放送を全面実施と発表。
●7月23日　ベラルーシ外相が北朝鮮
訪問（〜 26日）
●7月27日　北朝鮮北西部の新

シ ニ ジ ュ

義州市
などで大雨による大規模な洪水被害。
●7月30日　朝鮮半島での核使用を想
定した米韓机上演習「アイアン・メイ
ス」（〜 8月1日）。
●8月1日　韓国政府、大韓赤十字社を
通じ水害への人道支援の用意があると
表明。北朝鮮は返答せず。
●8月2日　独、朝鮮国連軍司令部に加
わると発表。
●8月4日　朝鮮人民軍国境第1線部隊
への新型戦術弾道ミサイル兵器システ
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ム（250発）の受け渡し式。
●8月15日　尹錫悦大統領、光復節の
演説で新しい南北統一政策「統一ドク
トリン」を発表。
●8月18日　 北 朝 鮮 外 務 省 米 国 研 究
所、米韓合同演習「ウルチ・フリーダム・
シールド」を前に同演習を非難する声
明を発表。
●8月19日　米韓合同軍事演習「ウル
チ・フリーダム・シールド」（〜 29日）。
●8月22日　韓国、北朝鮮による核攻
撃等を想定して韓国全土で避難訓練。
●8月24日　金正恩総書記、無人攻撃
機の性能試験を視察し、自爆型ドロー
ンの開発強化を指示。
●8月26日　米韓合同軍事演習「双竜
訓練」（〜 9月7日）。【本号参照】
●8月27日　 北 朝 鮮、新 型 多 連 装 ロ
ケット砲の試験発射。金正恩が視察。
●9月5日　ソウルで北朝鮮のサイバー
脅威に対抗する米韓作業部会（〜 6日）。
●9月5日　北朝鮮の核使用を想定した
朝鮮半島有事の米韓机上訓練を初めて
実施（〜 6日）。
●9月6日　ソウルで北朝鮮のサイバー
脅威に対抗する日米韓外交作業部会。
●9月9日　金正恩総書記、建国記念日
に政府高官らに向けた演説で経済発展
と国防強化のための方針を示す。
●9月10日　ソウルで朝鮮国連軍参加
国の国防相会合開催。
●9月11日　金正恩総書記、朝鮮人民
軍特殊作戦武力訓練基地を視察。
●9月12日　北朝鮮、新型の600ミリロ
ケット砲発射機の性能検証を目的に短
距離弾道ミサイル数発を試射。
●9月13日　朝鮮中央通信、金正恩総
書記が核兵器研究所とウラン濃縮施設
を訪問し指導と報道。
●9月13日　ロシアのショイグ安全保
障会議書記が北朝鮮訪問。金正恩総書
記と会談。

【中東・イラン】
●7月17日　イランのオジ石油相、イ
ラン国営ガス会社がロシアのガスプロ
ムと契約を結び、天然ガス供給受け入
れで合意したと発表。
●7月19日　国際司法裁判所、イスラ
エルのパレスチナ占領が国際法に違反

しているとの勧告的意見を発表。
●7月28日　イラン改革派のペゼシュ
キアン氏、新大統領に就任。
●7月30日　イスラエル軍、レバノン
の首都ベイルートを空爆し、ヒズボラ
のフアド・シュクル司令官を殺害。
●7月31日　ハマースのイスマイル・
ハニヤ政治局長、訪問先イランの首都
テヘランで殺害。
●8月7日　イラン、イスラム協力機構
の緊急会合で、イスラエルに対する報
復攻撃にイスラム諸国の理解を要請。
●8月8日　米・エジプト・カタル、ガザ
停戦交渉再開を求める共同声明発表。
●8月12日　独仏英外相、イランの対
イスラエル攻撃自制を求める共同声明
発表。
●8月13日　イラン高官、イランの対
イスラエル報復攻撃を阻止できるの
は、ガザ停戦協議での合意のみと発言。
●8月15日　カタルの首都ドーハでガ
ザ停戦協議。米国、エジプト、カタルの
政府高官とイスラエルの代表団が参
加。ハマースは欠席（〜 16日）。
●8月19日　エルサレムで、ブリンケ
ン米国務長官とネタニヤフ・イスラエ
ル首相が3時間にわたり会談。
●8月21日　ペゼシュキアン大統領首
班の新内閣が発足。核合意をめぐる主
席交渉官であったアラグチ氏が外相。
●8月29日　IAEA、加盟国宛四半期報
告書でイランの高濃縮ウランの生産は
続いており、IAEAとの協力関係は改善
していないと指摘。
●9月11日　カタルのサーニー首相お
よびエジプト総合情報庁のカメル長
官、ハマース代表団とドーハで会談。
●9月14日　G7外相ら、イランによる
弾道ミサイルのロシアへの供与を非難
する声明を発表。

【原発】
●7月23日　青森県知事、斎藤経産大
臣に対し中間貯蔵施設保管後の核燃料
の搬出先に関する国の考えを確認。
●8月9日　青森県とむつ市、使用済み
核燃料の中間貯蔵施設につき、事業者
と安全協定を締結。
●8月9日　市民団体、生物多様性の観
点から上関使用済み核燃料中間貯蔵施

設の建設中止を求める要請書を山口県
に提出。
●8月23日　日本原燃、六ケ所再処理
工場の完成時期の目標を2年半延期す
ると青森県に報告。27回目の延期。　
●8月27日　定期点検で停止していた
川内原発1号機、運転を再開。原則40年
を超えた運転は九州では初。
●8月27日　IAEAグロッシ事務局長、
ウクライナが越境攻撃を続けるロシア
西部のクルクス原発視察し、「原子力事
故の恐れ」警告。
●8月28日　原子力規制委、敦賀原発2
号機直下の活断層の動きを理由に再稼
働を認めない判断。
●9月1日　女川原発の再稼働に反対
する集会が仙台市で開かれる。市民約
350人が参加。
●9月3日　東北電力、女川原発2号機
の再稼働に向け原子炉への核燃料を装
填する作業を開始。
●9月6日　茨城県と大洗町、高速炉実
験炉「常陽」の再稼働に必要な安全対策
開始を了承。事実上、再稼働を認める。
●9月9日　IAEA定例理事会でグロッ
シ事務局長、ザポロジエ原発は引き続
き危険な状況と強調。
●9月10日　福島第1原発2号機で核燃
料デブリの試験的取り出しに着手。
●9月11日　原子力規制委、島根原発2
号機のテロ対策施設は基準に適合して
いるとし、事実上合格と決定。
●9月12日　韓国原子力委、8年を経
て新ハヌル原発3、4号機の設置許可。
●9月14日　川内原発2号機、定期検査
へ向け原子炉の運転を停止。

【その他】
●7月18日　欧州議会、欧州委員会の
フォン・デア・ライエン委員長の再任を
賛成多数で承認。
●7月21日　バイデン氏、米大統領選か
らの撤退を表明。
●8月14日　岸田首相、自民党総裁選へ
の不出馬表明。
●8月26日　米首都ワシントンで「宇
宙に関する包括的日米対話」第9回会合 

（〜 27日）。

　NPT 準備委員会の報告記事には
趣旨が違うので書かなかったが、ジ
ュネーブで一日フリーとなる日があ
り、宗教改革博物館と赤十字・赤新
月博物館を訪ねた。サンピエール大
聖堂の隣にある宗教改革博物館は思
ったよりこじんまりとしていた。常
設展示で伝統的プロテスタント史観
がはっきり打ち出されているのに対
し、特別展示は宗教多元主義的な視

点も明確に盛り込まれており、ヨー
ロッパ社会の奥行を感じられた。
　赤十字・赤新月博物館は国連欧州
本部と目と鼻の先で、大変立派な建
物であった。スイスで人道主義が国
是となっているというのは大変興味
深いことだと思った。この 9 月から
は、ICAN の依頼で作成された、広島
の原爆資料館に展示されている三輪
車をモチーフとしたアート作品が常

設展示されることになったという。
　国境を越えた市民と自治体のネッ
トワークが国家の暴走の歯止めとな
り得るということは、君島さんの講
義録、あるいは「ユースムーブメン
ト」コーナーに寄稿された高橋さん
の文章などからも首肯できる。国家
への自己同一化が支配的な重要性を
もつ時代がいつまでも続くと考える
べきではないだろう。（役重）

編集後記
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ピースデポの出版物
『ピース・アルマナック2024』

●ピースデポ入会の案内
　会員、賛助会員、年間購読者には、『脱軍備・平和レポー
ト』（年 6 回）と『ピースデポ会報』（年 2 回）に加え、資
料年鑑『ピース・アルマナック』をお届けします。
　詳細や入会の申し込みはピースデポ
HP をご覧ください。
右の QR コードを読み込んでいただくと
ホームページの入会申し込み画面に移動
できます。

B5判、260ページ、6月30日刊行
編著：ピース・アルマナック刊行委員会
監修：梅林宏道
出版社：緑風出版

ハイライト―ガザ危機
★パレスチナ年表／被害統計／ハマスとイ
スラエルの10・7声明／国連緊急決議／ジェ
ノサイド提訴／中東研究者の停戦アピール
★巻頭エッセイ　清末愛砂：求められる憲
法24条からの学びと実行 パレスチナを視野に
★注目資料
核禁条約締約国会議政治宣言／米未臨界核
実験全リスト／国連・平和のための新アジェ
ンダ／ロシア新START履行停止宣言／米韓・
日米韓軍事演習リスト／キャンプ・デービッ
ド首脳声明／プーチンへのICC逮捕状
★2023年解題：中村桂子／渡辺洋介／前川大
／役重善洋／榎本珠良／河合公明／木元茂夫

定価2900円 （送料別)
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次の方々が本号の発行に
参加・協力しました

朝倉真知子、梅林宏道、うろこ、
須賀祥枝、砂田正子、高橋悠太、
徳田悠希、前川大、山口大輔、
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編集委員
木元茂夫、役重善洋（編集長）、湯浅一郎、渡辺
洋介

新刊 !!
（会員には無料配布）

●寄付のお願い
　私たちの調査・研究活動は、平和・軍縮問題に関心を持つ、一人
一人の市民によって支えられています。皆さまのご支援をお願いし
ます。

●お知らせ
2024 年度「脱軍備・平和基礎講座」
今からでも受講できます！

第６回
日時：10 月 26 日（土）14 時～ 16 時
題目：台湾有事と在日米軍
講師：川名晋史（東京工業大学教授）

第７回
日時：11 月 24 日（日）14 時～ 16 時
題目：ウクライナ、まず停戦を！
講師：羽場久美子（青山学院大学名誉教授、世
界国際関係学会アジア太平洋会長）

期間：2024 年 5 月～ 12 月（計 8 回）
受講料：通し参加 4000 円　単発参加 1000 円　学生無料

講座各回のテーマと講師などについては右上の QR コード参照。

最新号「監視報告 No.37」（7 月 19 日 )
NPT と北朝鮮：日韓両政府は、
条約会議を非難ではなく問題解
決の場として活用すべきである

右の QR コードまたは下記リン
クよりご覧ください。
https://nonukes-northeast-
asia-peacedepot.blogspot.com/
メルマガ無料送付希望の方

office@peacedepot.org まで


